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　この大会議案には、課題別・職種別

に経過と課題を記載しています。労働

条件の改善、生活の充実をめざして、

学習・協力し合える組合をめざして、

職場討議を進めましょう。定期大会に

全ての組合員の意見が反映されること

を望みます。

希望する全ての准職員・時間雇用職員を無期雇用に！
すべての教職員にとって、働きがいのある場所、働きやすい環境、

働くことに正当な評価がなされるような大学をめざして
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第１号議案
（経過報告と運動方針）

はじめに

　東西冷戦の終結後、テロ対策を口実とした

米国によるイラクなどの中近東諸国への攻撃

により混迷は深まり、最近では世界中に広が

るテロリストによる無差別殺戮が世界平和に

とって最大の危機となってきています。この

ような世界的な情勢の中で、日本において２

０１５年９月１９日に「安全保障関連法制」

（以下「安保法制」）が自公などの反動勢力

により国会で強行採決されました。この「安

保法制」は日米安保条約の更なる強化であり、

集団的自衛権の拡大でもあり、また立憲主義

の否定でもあるわけで、歴代の政権もなし得

なかった戦後最大の悪法です。安倍首相は

「抑止力」によってのみ平和が維持されると

いうように倒錯した思想の持ち主です。この

「安保法制」に関して９割以上の憲法学者が

反対を明らかにしています。また、先日の沖

縄における米軍属による残虐な殺人事件は、

日本全体の約７割の米軍基地が沖縄に集中し

て存在していることの結果でもあり、一刻も

早くすべての米軍基地の沖縄および日本国内

からの撤去が求められます。

　大学における軍事研究の動きなどもこの

「安保法制」に密接に関連しています。全国

の国立大学法人に対する運営費交付金を毎年

減額する一方で、昨年度、初めて防衛省は数

億円近い「科研費」の公募を行いました。防

衛省ですから基礎研究に研究費を出すわけは

なく、すべて軍事研究です。この公募が始ま

った時に、本学では自動的に研究推進本部か

ら全学に公募案内を送付しました。しかし、

２年前に里見進総長は評議会で「軍事研究に

対する東北大学の方針」を提出しており、基

本的には本学では軍事研究を行わないことに

なっています。この方針は例外項目もたくさ

ん含んでおり、弱点もありますが、軍事研究

が本学では原則禁止となっているわけです。

そこで、応募することに反対する意見が全学

的に上がり、最終的に本学からは応募はあり

ませんでした。他の旧七帝大も議論の末に応

募はしませんでした。ところがふたを開けて

みると全国から１１０数件の応募があり、理

研や東工大など９件が採択されており、大学

における軍事研究が公に既に始まりました。

防衛省は、応募数はもっと少ないと思ってい

たらしく、１００件以上の応募があり、これ

で大学との軍学共同研究の道が開けたと喜ん

でいるとの情報が漏れてきています。今年度

は１００億円規模を予定しており、大学を取

り巻く状況も大変厳しくなっております。ま

た、日本学術会議の大西隆会長の私見ではあ

りますが、「民生用の軍事研究については検

討する必要がある」との発言は、学術会議が

戦前の大学人がアジアの侵略戦争に加担した

ために、その反省から今後「二度と軍事研究

を行わない」との学術会議宣言にも大きく抵

触しております。我々大学人は今こそ大学に

おける軍事研究反対の声を上げる必要があり

ます。

　一方、「安保法制」に反対する運動はこれ

までの安保反対運動と異なる側面を見せなが

ら引き続き展開されています。６０年安保や

７０年安保反対運動ではその多くは労働組合

員の動員が主流でしたが、今回は一般市民が

中心であり、様々なレベルでの反対する団体

が結成されました。大学生の SEALDs、ママの

会、学者・文化人の会、宗教者の会などもそ

れらの一つです。これらの運動の特徴は「安

保法制」に単に反対するだけではなく、「野

党は統一」を訴え、７月の参議院選挙での勝

利をするための運動へとつながっていること

です。たとえば、５月の北海道での衆議院補

選では野党統一候補が負けましたが大奮闘を

しました。このような市民運動の盛り上がり

により、野党４党は７月の参議院選挙でも野

党協力で一致して、すべての１人区３２で野

党統一候補が決定しました。興味深いことは

野党統一候補のうち無所属がほぼ半分であり

ます。これも、市民運動の成果であります。

安倍首相は自民、公明、おおさか維新の会な

どで３分の２以上の議員の当選をたくらんで

いますが。その野望を打ち砕くためにも我々

の反対運動は大変重要です。また「安保法」

２０００万反対署名運動ではすでに１２００

万以上集まっており、２０００万署名にも積

極的に取り組む必要があります。このような

状況の中で、本学では「安全保障関連法に反

対する東北大学教職員の会」が結成され、す

でに賛同の署名を２００筆以上集めており、

集会や記者会見など行いました。この運動を
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全学的にさらに盛り上げて、参議院選挙での

勝利に結びつける必要があります。

　一方、学内の諸課題に目を向けると、改正

労働契約法を受けた非正規職員の雇止め問題

は深刻です。国内の非正規労働者の割合が約

４０％であるのに対して、本学では約５０％

強が非正規職員です（２０１６年５月１日現

在）。すなわち本学の研究と教育に関する仕

事の多くの部分が非正規職員により維持され

ており、まさにブラック体質そのものです。

大学当局の説明によれば非正規職員約３２０

０人以上を２０１８年３月から３年間で雇い

止めをするという暴挙です。全学で開催され

た説明会では、約数％の非正規職員だけが部

局長から推薦され、理事が面談を行い無期転

換を判断するというもので、非正規職員の中

に非常に大きな失望感や絶望感が広がってい

ます。我々は本学の働く環境を良くするため

にも、非正規職員の希望者全員を無期雇用へ

と転換する運動を今まさに強める必要があり

ます。この問題はマスコミでも取り上げられ

るようになり、徐々に国民的な話題になりつ

つありますが、まさに東北大学職員組合の存

在意義が問われている緊急の課題であると同

時に、全国的な運動へと展開する必要があり

ます。

　また、クォーター制度の導入に関しては先

に導入ありきではなくて、メリットやデメリ

ットなどの問題整理を十分に行い、教職員や

学生も含めて全学的な合意形成が重要であり、

慎重な対応が強く求められています。

１．運動の基調と重点課題

［１］運動の基調
　東北大学職員組合の運動の基本目的は、以

下のとおりです

１．使用者である法人に対し労働三権を行

使し、全ての教職員の地位・待遇の向上

をはかり、労働環境を改善すること。

２．教職員による自主・自立、民主的な学

内運営によって、大学の自治、学問の自

由、教育研究活動の自由を基本とした教

育・研究活動を充実させ発展させること。

３．各団体や市民と共同して憲法・雇用・

環境・原発などをめぐる問題や文化活動

などに取り組み、平和で民主的な社会の

実現、労働者全体の待遇改善、被災地の

早急な復旧・復興、住みよい暮らしの実

現を進めること。

　組合は、これら要求実現のため、大学当局

との団体交渉を行うとともに、全大教による

文科省や国大協との会見や交渉を通じて、全

国の大学に共通する課題へ取り組んで行きま

す。

［２］重点課題
　前述の基調に従って、２０１６年度は以下

の重点課題にとり組みます。

（１）手当の充実
　昨年度，本学の諸手当をめぐって団体交渉

を行いました。組合が調査したところ，本学

の手当は他大学に比べて種類が少ないか，も

しくは他大学と同じ手当が本学にあるにして

もその支給額が少ないことが分かりました。

こうした手当は授業に関連する手当や病院に

関する手当に多く見られます。本学の手当は

基本的に国家公務員に準じてしか支給してい

ません。法人化後，国立大学は自らの経営判

断で手当を支給できるはずですし，多くの大

学が実際にそうしています。本学でできない

わけがありません。組合では，地域手当につ

いても多賀城市の水準（１０％）まで引き上

げるように要求していきます。

（２）非正規職員の雇用改善
　２０１２ 年８月に労働契約法（以下「労

契法」）が改正されたことを受けて、本学で

は２０１４年４月に「原則として更新の上限

を５年以内とする」ルールが設けられ、更新

年限の起算が２０１３年４ 月に遡って開始

されました。２０１６年２月に提案された無

期転換に関する制度設計では、無期転換と正

規職員への登用が正規職員の登用と結び付け

られており，無期転換が狭き門になっていま

す。このような制度は改正労契法に反して非

正規職員の不安を煽るものであり断じて認め
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ることはできません。組合では，この提案を

撤回させ，無期転換と正規職員への登用と切

り離し，希望者全員を無期転換させることを

要求していきます。

（３）組織拡大
　ここ数年、組合員の定年退職が多い年が続

いていましたが、ようやく落ち着きを見せた

こともあり、２０１６年度の組合員数は増加

しました。しかし、正職員の加入は著しく少

ない状態は続いています。このことは、組合

財政を圧迫し、活動を支える予算を抑制せざ

るを得ない状況を生んでいます。その結果、

組合運動の低下につながることが危惧されま

す。組合の基本に立ち戻り、個人対個人、

Face to Face の勧誘を基本に、組合員拡大の

取り組みを強化します。そして、事務職員、

技術職員、看護師、助教などへの働きかけを

積極的に行い次世代の育成に励みます。特に、

この一年で大きな動きを見せている、准職員

・時間雇用職員の無期転換を力強く推進する

ために、当該職員層はもとより、正職員の新

規加入促進を重点的に進めます。現在、本組

合においては時間雇用職員や研究支援職員等、

不安定な立場の職員の比重が大きくなりつつ

あります。当組合の運動の大きな軸となって

いることからも、要求の集約と運動の組織化

を強めていく必要があります。

（４）憲法をめぐる問題
　憲法学習会を通じて私たちは、憲法 9条が、

互いの人権を保障し合う中心にあること、憲

法は国民が権力を規制するものであること、

その考え方は組合運動や仕事、家庭や育児、

福祉や地域等の生活全般にわたって生きてい

ることがわかってきました。

　安倍内閣は、２０１４年７月１日に集団的

自衛権を容認する閣議決定を強行し、２０１

５年９月１９日、多くの国民の反対の声を無

視して、与党によって安保法が成立しました。

従来の政府見解にも反して閣議決定で解釈改

憲し、また安保法は、海外で他国が起こす戦

争において自衛隊が武力を行使するという明

らかに憲法違反で非常に危険な法律です。そ

して安倍首相は明文改憲をねらっています。

安倍首相は、この間ずっとまともな説明を拒

否し、マスコミに圧力をかけ、参議院選挙で

はこれら憲法をめぐる争点を隠し続けました。

安保法の廃止と閣議決定の撤回は、平和と

民主主義、およそルールに基づく安心を取り

戻す最も基本的な課題であり、組合は、引き

続き憲法学習会に取り組み人権意識を高め、

諸団体や市民とともに、憲法を学び活用しな

がら守っていきます。

（５）諸問題への総合的な対応
　組合の要求活動の基本となる「要求と提

案」の改訂・充実をはかります。２０１４年

度と２０１５年度には病院支部や図書館支部

で部局に内在する問題についての部局との交

渉を組合本部とともに行い、一定の成果を得

ています。十分に準備し、組合員の参加をで

きるだけ多くすることで、交渉力を向上させ

ます。そして交渉の結果・記録は、組合員の

共通情報として諸要求実現に結びつけます。

大学当局は、教職員の待遇を軽んじ、率先し

て教職員の待遇を改善する施策を行うことは

ほとんどなく、「働きにくい」職場となって

いるのが現状です。また、大学という環境自

体がひとつの閉鎖社会となっているため、

種々のハラスメントが常態化し、風通しの悪

い職場が少なくありません。様々な問題の根

本には、国立大学の法人化後、運営費交付金

の削減と競争激化、資金調達力に重きをおく

風潮、個別の人事評価と業績給の比重増大、

総長と大学執行部に極度に集中したトップダ

ウン体制、間接経費の半分が入り多くが建物

に注がれる総長裁量経費、そしてものが言え

ない雰囲気にあります。こうした大学の現状

は、多くの教職員が組合に入り、横のつなが

りを豊かにし、大学の風通しを良くすること

を求めています。職員組合は、国立大学法人

東北大学が「健全な」組織に生まれ変わり、

また、構成員の考えや意見が「正常」に反映

されるガバナンス体制が構築されるよう、大

学当局に対峙していきます。

２．労使関係の正常化、力強い結束力、切実な要求実現！

─団体交渉─
　今期の団体交渉は、大学当局と組合本部と

の４回の他に、部局に対して組合の支部と本

部が申し込んだ交渉を２回行いました。支部

の団体交渉への協力は２０１５年６月の病院
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長交渉に続くものであり、中でも図書館との

交渉は、長期にわたって行なわれてこなかっ

たものであり、組合員の要求に応えて、上限

３年に固執し図書館における更新限度を上限

５年に改めさせることができたのは非常に大

きな成果の一つです。引き続き「無期転換」

に向けての取り組みを進めます。

大学当局との団体交渉も、改正労契法に関

する准職員や時間雇用職員の無期転換要求を

中心に行なってきました。大学当局は、２０

１４年２月~３月に「改正労働契約法を踏ま

えた対応方針」を出して以降、無期転換制度

についてすぐに案を出して話し合うという組

合への約束について遅延を重ねてきました。

　２０１６年２月１６日、大学はこの問題に

ついて「非正規職員のモチベーションの向上

を図り、本学の良質なマンパワーの確保を目

的とする」として、「准職員・時間雇用職員

の無期転換者の選考について」（以下「選考

について」）という方針を出しましたが、法

の趣旨に反して、非正規職員のほぼ全体を入

れ替えてしまう可能性があることなど多くの

問題が含まれています。

　組合は、大学当局が示した「選考につい

て」には、以下のような問題があると考え，

団体交渉や要請・要求、広報活動等を行って

います。

・改正労契法の施行前の本学には、時間雇用

職員の更新限度には実質的な上限はなかっ

たが、「選考について」は無期転換に対し

て不当に高いハードルを設けており、「上

限５年以内」で大半の非正規職員を雇い止

めするおそれが大きいこと。

・無期転換候補者の選考基準は、「正規職員

と同等あるいはそれ以上の成果を出すと見

込まれる者」となっており、無期転換が正

規登用への 1ステップとして結び付けられ、

法の趣旨に反して非常に狭い門となってい

ること。

・無期転換には各部局長の推薦が必要で、非

正規職員自らの意思表示を正式に行う場が

設けられていないこと。

・大学当局は、雇用財源や業務混乱について

厳密なシミュレーションを行わず、単に、

「運営費交付金が減っていく」「例年１０

００名程度の入れ替えはあるので、大学や

部局の運営にあまり影響はない」としてい

ること。非正規職員の約３分の１が毎年入

れ替わってしまうことにより、「研究第一

主義」を謳う本学の各部局運営や研究室運

営に支障をきたし、教育研究が滞る可能性

が非常に高いこと。

　国立大学が法人化されたことにより、研究

者は競争的資金確保のための様々な書類の作

成に膨大な時間を割かれている上、さらに雑

多な事務的業務もこなさざるをえない状況に

あり、本業であるはずの教育や研究に関わる

時間が大幅に削られているのが現状です。こ

のような状況を好転させるためにも、各種書

類作成や、実験・研究に多彩な知識と経験を

持つ非正規職員の安定雇用は重要です。大学

当局は、改正労契法の趣旨に則り、また、国

大協会長のお膝元の大学にふさわしい運用を

行うべきです。

　このように現在の東北大学では、大量雇い

止めの問題以外にも授業のクォーター制導入

や教員の年俸制問題、大学構成員のメンタル

やフィジカル面からの健康に対する問題など、

本来大学当局が率先して解決しなくてはいけ

ない問題を、組合が団体交渉という場で、指

摘し、そのメリット・デメリットを説明して

いる状況にありますが、大学当局の対応は一

貫して「公的セクターだから要求には応えら

れない」との対応で煙にまこうとする態度を

とっています。２０１６年７月２６日に「産

前休暇の８週間への延長」が施行される予定

ですが、これは組合が以前から多くの国立大

学法人ですでに実現していることを指摘して

要求してきたことを大学当局がようやく認め

たものです。仮にも「公的セクター」を謳っ

ていながら、そこで働く職員に対する労働環

境について組合に指摘されるまで他大学の状

況を調べもせずにいたということは、大学に

出入りしている民間労働者に対しても「公的

セクター(と応えることこそ）」≒「労働環

境は改善しなくても一向に構わない(旧態依

然としたブラックな労働環境で全く問題はな

い）」と示しているようなものではないでし

ょうか。

多くの組合員が団体交渉に積極的に参加し、

組合の要求を強く示すことで、より良い大学

環境を求めていかなくてはいけません。
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３．質の高い研究・教育の場を獲得するために

─教文部の活動─
［１］我が国の大学を取り巻く情勢
　２０１６年４月より第３期中期目標・中期

計画がスタートしました。そこで定められて

いる国立大学のイメージは「各大学の強み・

特色を最大限に生かし、自ら改善・発展する

仕組みを構築することにより、持続的な“競

争力”を持ち、高い付加価値を生み出す国立

大学」です。各大学の機能強化を実現するた

めに喫緊の課題である「強み・特色の重点

化」、「グローバル化」、「イノベーション

創出」、「人材養成機能の強化」に焦点が当

てられ取り組みを進めることが打ち出されて

います。

　こうしたことが策定された背景には、世界

規模で急激に変化する国際社会の中で我が国

が直面しているいくつかの課題があります。

代表的な課題は、競争力強化、産業の生産性

向上、我が国発の科学イノベーションの創出、

グローバル化を担う人材育成、高齢化および

人口減少、活力のある地方の創出です。こう

した課題を克服するために必要な社会変革の

エンジンを国立大学が担うべきというのが政

府の意向です。

　上記の政府の意向はそれ自体としては非合

理なものではありませんが、懸念すべき材料

が含まれています。第 1 に、国立大学を「社

会変革のエンジンに」という目標が際限なく

拡大解釈され、国立大学に軍事研究を解禁さ

せようとする動きがあることです。２０１５

年１０月１日に装備品等の開発・生産のため

の基盤強化を図りつつ研究開発、調達、補給、

管理の適正かつ効率的な遂行並びに国際協力

の推進を図ることを任務とする「防衛装備

庁」が発足したことは記憶に新しいと思いま

す。同庁は「安全保障技術研究推進制度」の

下で研究課題の公募を開始し、２０１５年度

に９件の研究課題（うち２つが国立大学から

の応募）を採択しました。こうした動きを懸

念する学識経験者は多く、大きな反対運動が

起こっていることは周知の通りです。

　もう１つの懸念材料は第３期中期目標・中

期計画の下で運営費交付金の配分方法の見直

しが行われることです。国立大学の機能強化

の方向性に応じた取り決めをきめ細かく支援

するため予算上３つの枠組みを設け重点支援

が行われます（第１の重点支援は地域に貢献

する取り組み、第２は専門分野の強みを生か

した全国的・世界的な教育研究を推進する取

り組み、第３は卓越した成果を創出している

海外大学に伍して全学的に世界で卓越した教

育研究、社会実装を推進する取り組み）。２

０１６年度の運営費交付金は前年度とほぼ同

額の１兆９４５億円ですが、必要な財源確保

のためこれまでの「効率化係数」に代わって

「機能強化促進係数」（△0.8%~△1.6%）が

導入され、機能強化に取り組む大学に重点的

に再配分が行われます。こうした配分方法の

見直しは各大学で行われる研究に政府によっ

て一定の方向付けが行われることを意味し、

各研究者が自らの自由な発想の下に研究する

機会及び意欲を剥奪してしまう恐れがありま

す。さらに、軍事研究などのように巨額な研

究資金が得られると予想される研究課題が安

易に推進されてしまう可能性もあります。

　つまり、第３期中期目標・中期計画の下で

は各大学の予算に対する締め付けが厳しくな

るため、国立大学が政府による研究の方向付

けに抵抗することが著しく困難になることが

予想されます。それは大学の自治そして学問

の自由がこれまで以上に軽視されることに他

なりません。

［２］東北大学の情勢
　今期の運動のメインは何と言っても改正労

契法による非正規職員の雇止め問題であり、

団体交渉においてもそれに関連した内容に多

くの時間を費やしてきました。以下では、教

員に関わる問題の団体交渉内容のみをとりあ

げます。

　２０１５年１０月２９日に年俸制問題を交

渉しました。組合は、年俸制に切り替えた場

合どのように給与が変化するのか、標準的な

ケースでよいのでシミュレーションを示すよ

うに大学当局に要求しました。様々な条件を

設定した上で６４歳教授が承継枠年俸制に切

り替えた場合、そして月給制→年俸制→月給

制と変更した場合など５つのケースのシミュ

レーションが２０１５年１２月１４日に大学

当局より提出されました。年俸制に切り替え

れば月給制に比べて給与が上がる場合も下が

る場合もありました。

　２０１６年１月２５日の団体交渉では、年
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俸制、マイナンバーの取扱い、諸手当・休暇

の改善、本学職員の給与取扱いに関する基本

方針の改定、クォーター制の導入について交

渉を行いました。大学当局は６０歳以上の教

員と若手の任期制の教員を中心に年俸制の導

入を進めていますが、それ以外の教員に関し

ても年俸制への切り替えを検討している場合

は各部局を通じて要望すれば、その教員に即

した試算を提供すると確約しました。マイナ

ンバーについては、提出を強制しないこと及

び提出しなくても不利益は特にないことを確

認しました。諸手当に関しては、組合で調べ

たところ本学の手当の種類が少ないので(特

に教育関係と病院関係の諸手当)他大学と比

較して遜色のない手当を整備するように要求

しました。本学の手当の種類が少ないという

事実認識に大学当局との間で大きな隔たりが

あり、大学当局は「国家公務員を参考にして

いる」という常套句を繰り返すだけでした。

本件は現在も交渉中です。また２０１５年１

０月役員会了承の「本学職員の給与の取扱い

に関する基本方針（改定案）」については組

合との交渉期間を十分長く確保するように要

求しました。クォーター制の導入については、

不利益変更となるクォーター制の実施方針を

見直すように要求しました。その結果、２０

１６年４月１９日の部局長連絡会議・教育研

究評議会で報告された「柔軟な学事歴検討プ

ロジェクトチーム」最終報告概要において土

日は休日、原則として祝日も休日であること

が提言に盛り込まれ、労働条件の著しい悪化

を避けることができました。

　２０１６年３月１７日の団体交渉では、軍

事・国防研究に関して交渉を行いました。組

合からは「東北大は軍事研究を行わない」こ

とを確認し全構成員に徹底することを要求し

ました。大学当局の返答は驚くべきことに

「研究方針は交渉事項ではない」というもの

でした。大学当局は組合員個人の労働条件に

関する交渉の場合でもそうでしたが、ときに

交渉を拒否することがあります。大学当局に

そうした態度を取らせないように厳しく追及

していかなければなりません。とはいえ、軍

事・国防研究に関しては交渉後の２０１６年

４月１９日の部局長連絡会議・教育研究評議

会において「防衛装備庁『平成２８年度安全

保障技術研究推進制度』について」が議題に

上り、今年度本学からの同制度への応募を認

めないことが決定されました。そして、プロ

ジェクト・チームおよびワーキング・グルー

プを設置し、軍事関係機関から提供される研

究資金を原資とする研究公募等に関する本学

の方針を検討することも決定されました。ま

だ予断の許さない状況が続きます。

　団体交渉は行っておりませんが、教員の懸

念材料として川内北キャンパスのＡ・Ｂ・Ｃ

棟及びマルチメディア教育研究棟の全学教育

関係の教室にビデオカメラが設置されたこと

が挙げられます。これは全学生の効果的な学

習の促進及び修学上の配慮を必要とする学生

の継続的な支援のために全学教育科目の収録

と配信を行うことを目的にしています。ビデ

オ収録は授業担当教員の希望と調整の上に実

施するとなってはいますが、上記の目的を達

成するためにビデオカメラを教室に設置する

必要性があるとは思えません。何より、たと

え現在は撮影されないとしても授業の監視可

能な体制を整備すること自体、学問の自由を

最も尊ぶ大学に最も相応しくないことである

ことは言うまでもありません。

　また、２０１５年度の定期大会において特

別決議「『安全保障関連法案』の衆院通過に

抗議し、同法の廃案を求めます」を可決しま

したが、組合は引き続き安保法制反対運動を

様々な団体に連携し展開しました。２０１５

年９月に設立された「安保法制に反対する東

北大学教職員有志の会」(以後、「有志の

会」）が行った署名集めに積極的に協力し、

２０１５年１０月１６日に「有志の会」が主

催した学術シンポジウム「緊急シンポジウム

in 東北大学：これからの日本の民主主義と安

全保障を考える~安保法制成立後の社会の行

方」及び２０１６年５月１７日に「有志の

会」と「SEALDs 東北」が開催した学術シンポ

ジウム「立憲主義と民主主義̶『安保法制』

以後」に多くの組合員が参加しました。

２０１６年度運動方針と課題

　２０１６年度教文部の柱は軍事・国防研究

に対する反対運動です。６月３日のしんぶん

赤旗によれば、自民党は安全保障技術研究推

進制度の予算を１００億円に増加するように

政府に提言しました。同制度の予算は開設時

２０１５年に３億、２０１６年度に６億でし

た。この予算の急拡大は、安保法制と武器輸

出解禁と合わせて「軍産学」で兵器開発を進

める国家体制を整えようとしている政府の意

図を表わしています。

　こうした動きに対して、われわれは大学人
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として断固反対し阻止しなければなりません。

過去の大学人は第２次大戦時に戦争と権力の

美学に圧倒された知的な非力さを痛感し、戦

後は軍事・国防研究の禁止と憲法９条の堅持

を最重要視してきました。それが戦後大学人

の矜持だったに違いありません。昨今の大学

人はそうした矜持を忘れつつあるのではない

でしょうか。戦後、軍事目的の研究を一貫し

て否定してきた日本学術会議の現会長大西隆

氏が私見としてではありますが「個別的自衛

権のための基礎研究なら許されるのではない

か」と発言し、学術会議内に「安全保障と学

術に関する検討会」が設置されたことは由々

しき事態です（しんぶん赤旗６月６日）。大

学にとって予算確保は確かに重要です。しか

し、金銭的インセンティブを用いた政府によ

る研究の方向付けが技術的にも思想的にもい

かに社会全体を危険な状態に追いやるのかを

大学人自身が再認識し、そして社会に訴え理

解してもらう必要があります。

　政府が推し進めてくる政策を本学がどのよ

うに取り入れるのかを厳しく監視する必要が

あります。具体的には、以下のような課題に

取り組みます。

(１）現在、本学では軍事関係機関から提供

される研究資金を原資とする研究公募等に

関する本学の方針についてプロジェクト・

チームおよびワーキング・グループが設置

され検討されていると思われます。いかな

る条件の下であろうとも本学において軍事

・国防関連の研究が禁止されるように運動

します。まずは本件が交渉事項であること

を大学当局に認めさせることから始めます。

(２）本学の教育および病院関連の諸手当の

種類が他大学に比較すると十分なものでは

ありません。本学の諸手当を他大学と比較

して遜色のないものに引き上げるように取

り組み、教職員の労働条件の向上に努めま

す。また地域手当を多賀城市(１０％；現

在本学は仙台市と同じ６％）の水準まで引

き上げるように運動します。

(３）これまで同様に本学の入学式や卒業式

において国旗掲揚と国歌斉唱が行われない

ように監視します。

(４）他の団体と協力しながら、安保法制の

廃止に向けた運動に取り組みます。

(５）教文部の役割が増大する一方で、個々

の教文部員の多忙化も進んでいます。多彩

な活動に応えていくためにも教員組合員の

飛躍的な拡大に取り組みます。

４．自律する技術部組織の構築と魅力ある技術職員像をめざして

─技術職員部─
［１］総合技術部の主な動き
　東北大学総長研究支援技術賞が創設されま

した。対象者は本学の研究を技術面から支援

する業務に従事する本学の職員で特に高い研

究成果の創出に寄与したものとしています。

２０１６年度の学位授与式後に表彰予定にな

っています。

　また、技術職員の勤務時間管理システム導

入にあたっては教員の勤務時間管理と足並み

をそろえるため２０１７年度４月から施行で

きるよう作業を進めているという事です。

［２］技術職員部の取り組み
　今年度、技術職員部としての活動はほとん

ど行われませんでした。しかし、技術職員か

ら再雇用された職員の「配属先や配属先での

乗務に対する不満はないか」や「サービス残

業を含む適正かつ正確な勤務時間管理が行わ

れているか」等の調査を進めていく必要があ

ります。

　また、当局から示されたデータによると、

５級以上在職者の割合は、施設系技術職員と

教室系技術職員の間では以前に比べて格差が

大幅に縮まってきているものの、事務職員と

の間には未だ隔たりがあり、今後は技術職員

の昇格の一層の改善を図るべく取り組んでい

く必要があります。

２０１６年度運動方針と課題

　全国の技術組織の動向を把握し各大学の技

術部組織に学びながら技術職員の待遇改善を

進めつつ、教育研究の発展に寄与できる技術

部組織の構築を行うため以下の要求課題に取

り組みます。

（１）教育研究系技術職員の５級以上在職者

の割合を引上げ、事務職員と同等の水準に
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すること。

（２）部局を越えた人事異動について、技術

職員の持つスキルを充分に検討し、当事者

の要望をかなえながら直接職群をまたいだ

異動を可能とする制度を検討すること。

（３）過去のサービス残業を調査し、サービ

ス残業があった場合は法定の２年を超えた

分についても直ちに支給すること。また、

サービス残業が発生しないように勤務時間

管理方法の再検討を行うこと。

（４）女性職員の子育て期間にかかる人材の

バックアップ体制を図ること。人員の確保

が現状で困難な場合は技術職員の増員を図

ること。

５．事務職員の要求に耳をかたむけ仲間に迎えよう

─事務職員部─
（１）事務の職場では相次ぐ定員削減により、

准職員や時間雇用職員、派遣職員という、い

わゆる正規職員以外の職員の割合が過半数を

超えています。正規職員は係長一人で係員は

全員非正規職員という部署も見受けられます。

恒常的にそれだけの業務があるということで

あり、職員と同じ業務をしていることも多く、

同一労働同一賃金のルールにも反しています。

　業務量の増加や多様な雇用形態、上司のコ

ミュニケーション能力の不足等により、相談

しあえる職場環境が作りにくくなっています。

長時間労働等で健康を害する職員も増えてお

り、中でもメンタル面で休業中の事務職員が

多く存在する異常な事態となっています。そ

のしわよせが周りの職員に影響し、職場の和

が作りにくい状況に拍車をかけています。

　全学的な視点にたって一人ひとりが適正な

業務量となるような人員配置を行い、健康を

維持しながら協力し合い、大学職員としての

誇りがもて、働きがいのある職場環境づくり

は喫緊の課題です。

（２）改正労契法により、任期付きの事務職

員が無期雇用に転換するチャンスが生まれま

した。しかし大学当局は、いずれ正規職員に

採用されるにふさわしい能力のある人と限定

し、無期転換の道は厳しくなっています。無

期転換と正規職員への登用は別に考え、雇用

の安定と業務の停滞阻止のために運動を強め

ていきます。

（３）長時間労働やサービス残業根絶等ワー

クライフバランスをとりあげたこれまでの団

体交渉により、当局は「労働時間管理の適正

化、時間外労働の縮減及び休暇の取得促進に

ついて」を部局長あてに通知しました。適正

な労働時間の推奨や休暇をとりやすい職場環

境づくりなどの内容です。管理職だけでなく

教職員全員に周知するよう要求しました。絵

に描いた餅としない運動が求められます。

２０１６年度運動方針と課題

（１）「上限５年以内」で雇止めのおそれが

ある非正規の事務職員を無期雇用に転換す

る運動を強めます。

（２）適正な人員配置をもとめる運動とサー

ビス残業を根絶する運動を強めます。

（３）ハラスメントのない、健康で働きがい

のある職場環境づくりを進めます。

（４）仕事の悩みだけでなく、プライベート

なことでも相談できる職場環境づくりと、

メンタルヘルスに関する相談がしやすい職

場環境づくりをめざします。

（５）「人事制度改革」「次世代育成支援対

策推進法に基づいた東北大学一般事業主行

動計画」及び２０１６年４月１５日に部局

長宛に通知した「労働時間管理の適正化、

時間外労働の縮減及び休暇の取得促進につ

いて」を実効あるものとするために、女性

部と協力して当局に働きかけます。

（６）事務職員に組合加入を呼びかけます。

散在する事務職組合員の情報交換と交流の

場を企画し、周りの事務職員の悩みを要求

としてまとめ拡大につなげていきます。

（７）本学から他大学や高専に出向している

組合員が、処遇面で不利益な扱いを受けな

いよう注意してみていきます。
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６．図書職員の地位向上、雇用・待遇の改善へ、運動の再構築を

─図書職員の運動─
（１）２０１５年１０月に組合本部と図書館

支部が図書館事務部長と行なった団体交渉に

よって、図書館での恒常的業務を担う准職員

・時間雇用職員の雇用安定と待遇改善を求め、

一定の成果を得ることができました。

　以前は、「今まで３年雇用が基本だったの

で、その方針を踏襲する」等、改正労契法の

趣旨を尊重しない発言がなされ、図書館に働

く多くの准職員・時間雇用職員に不安な思い

をさせてきました。今回の団体交渉には、図

書館支部組合員と本部執行委員が交渉の場に

臨み、結果として図書館本館特有の「慣例」

だった３年の雇用について「４年目も雇用，

５年目については評価による」という方針と

させることができました。団体交渉によって

支部レベルであっても要求を実現できること

をあらためて示し、支部活動に大きな弾みを

つけることができました。

（２）図書職員等の要求把握の取り組みや、

学術の中心にふさわしい図書館づくりと待遇

改善、業務委託や労働強化の現状把握も重要

です。また、各支部と本館や各分館の図書職

員の関係強化が不可欠です。

２０１６年度運動方針と課題

(１）「学術の中心」たる図書館づくりと図

書館職員の待遇改善をめざし、活動の再構

築をはかります。

(２）図書館職員の要求を把握する活動にと

りくみ、活動の担い手づくりをすすめます。

(３）全大教の図書館職員メーリングリスト

への参加を進めます。

(４）恒常的業務に携わる准職員・時間雇用

職員の雇い止めを防ぎ、准職員等の正規化、

安定雇用、待遇改善を求めます。

(５）各分館で働く図書館職員や組合員のさ

らなる結束を図ります。

(６）組合員拡大に取り組みます。

７．患者から信頼される大学病院をめざして

─医療部門の運動─
［１］大学病院の現在
　東北大学病院は、特定機能病院としてより

高度な先進医療を推進するとともに、「患者

に優しい医療と先進医療の調和」を基本理念

・使命としてかかげています。病院長は年頭

のあいさつの中で就任２年目の最重要課題と

して看護師の人員確保と育成を考え４月より

看護師の任期制を廃止し，今後は他の部門に

も拡大させ医療人の育成につとめていきたい

と話しました。しかし、現場では人員不足で

超勤や年休取得の自粛、医療安全、衛生の不

備、種々のハラスメントなどの問題が山積し

ています。組合も、国民のための医学医療を

めざす立場から真に実行されるのかを注視し

ていかなければなりません。

［２］医療職員を取り巻く情勢と待遇改善
　高度医療の推進、患者の高齢化は医療依存

度を高め、さらに在院日数の短縮や高い稼働

率の維持など経営の効率化が求められ医療の

現場は繁忙度を増しています。２００７年度

から導入された「７対１入院基本料」設置以

後看護師の確保も困難となり職員の疲弊を招

き医療安全をおびやかす状況を招いています。

　この間、休暇や短時間勤務制度など育児支

援の取り組みが進みましたが、それを活用す

ることで夜勤ができる看護師が減り「７対

１」看護体制が維持できない要因のひとつに

なっています。

　

〔当院での改善の動きと問題点〕
　看護労働は働きかける相手が感性と感情を

もつことから、その心中を察するための判断

が求められ、常に緊張を強いられます。

　東北大学病院でも夜勤の拘束時間を少なく

する動きがあります。２交代勤務の拘束時間

は１６時間ですが夜勤１２時間体制にする病

棟もあります。夜勤に関しての考え方は看護

師の個人差がありますが、勤務時間の変更は

働く者の立場に立ち、話し合いのもとで業務

改善を行っていくことが大切です。
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　産前休暇の 8 週間への延長は長年の要求で

した。本部交渉や昨年の病院長交渉で全大教

加盟組合の事例を紹介、東北地方では弘前大

学と東北大学が実現していないことは恥ずか

しいことであると言い続けてきました。よう

やく２０１６年３月の交渉で宮城県内でも多

くの事業所で実現していることを認めました。

２０１６年７月２６日から８週間への延長の

適用が開始される予定です。

　東北大学病院の看護師等は、正職員ではな

く特定有期雇用職員（任期付職員）として採

用され、５年で正規職員になれない場合、年

俸制職員でした。そういう状況が続いていま

したが、組合が本部交渉や病院長交渉で要求

してきた“任期付き採用の撤廃”が看護師に

ついては２０１６年４月から実現しました。

大きな前進です。組合掲示板に大々的に宣伝

をしました。

〔超勤縮減目標と実態〕
　人員不足のもとで超勤だけを縮減すること

は無理です。「超勤はするな」という上司の

もとで暗黙の圧力を感じ、退勤処理（退勤時

刻の自主申告）を済ませてから業務を続け、

申告せずサービス残業をしている人も珍しく

ありません。

　心身の健康を守るためにも、少なくとも年

休の完全消化に必要な看護師の増員が必要で

す。

〔非正規職員の劣悪な待遇〕
　時間雇用職員や再雇用職員については、実

際の労働時間にかかわらず超過勤務手当の支

給ができないと当たり前のように言われてい

ます。時間雇用職員には超勤手当は支払われ

ずに、超過した時間分、別の日に早く帰ると

いう労基法違反の指導がされています。再雇

用職員も一般職員同様に配置要員であり、ま

た職務内容も同等です。生き生きと働き続け

られる職場の環境整備が必要です。

［３］今期の組合活動と組織拡大
〔病院長交渉〕
＊年休問題について
　２０１５年６月１５日、本部執行委員会の

応援を得て病院長交渉を行いました。交渉で

病院長は「計画的な年休取得をしてくださ

い」と言いながら、病院が示したたった１枚

の資料によれば、７対１看護の病棟では看護

師ひとり月平均１日の年休すら取得できてい

ないことが明確になりました。支部は宮城労

働局に相談に行きました。明らかになったこ

とは，以下の２点です。

・労働日（４週８休の勤務割り）が確定して

いないと時季指定ができない。

・時季指定をしていないと年休を与えなくて

も違法ではない。

　４週８休の勤務割りは当該４週の直前に初

めて決まるのが実態であり、どうすれば計画

的な年休を取得できるか使用者側に説明をさ

せることが今後の取り組みです。その後の学

習会で「計画年休制」を使うことも有効だと

知りました。当局に対して活用していくこと

が大事です。

＊業務による傷病について
　２０１６年５月１７日、組合員Ａさんの採

血室業務による傷病について、本部執行委員

会の協力のもと病院長交渉を行いました。

　採血室では人手不足の繁忙状態に上司は対

応せず、スタッフが改善を求めても取り合っ

てもらえない状況がありました。多数の採血

業務をこなすことで手指などの労働障害が起

きており引き続き交渉を続けていく予定です。

現在、労災認定についても申請中ですが、認

定のハードルは高く認定は容易ではありませ

ん。

〔オリエンテーション拡大行動・歓迎会〕
　毎年行っている新入職員に向けての組合オ

リエンテーションを今年も本部や各支部の協

力をもらい行いました。この取組みは、組合

拡大の成功の鍵となる重要な取組みになって

います。今年も説明資料を改善して、組合の

意義や歴史などを紹介し、　人の加入申し込

みがありました。また、引き続き再雇用職員

となった　人を含め、通年で　　人の加入が

ありました。

　しかし、オリエンテーション時にせっかく

用意したパワーポイントが使えないというア

クシデントが発生しました。事務方がパソコ

ンを片付けてしまったのです。パワーポイン

トのない状況にもかかわらず参加者の９割の

方々が聞いてくれました。これは昼休みに事

前に資料を配布、大切な話なので残って聞い

てもらうように声をかけて回ったことが反映

したと思われます。

　新入職員歓迎会には社会経験のある看護師

の参加もあり、職場の情報交換などおいしい
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料理で交流を深めました。

　　

〔医大懇〕
　全大教の医大懇(全国医科系大学教職員懇

談会）は、「安心・安全な医療、働き続けら

れる大学病院」をテーマに開催されており、

病院支部からも参加し、全国の仲間と一緒に

学習・交流をしています。１名の代表を派遣

し(第２６回、岡山）学んできたことを支部

活動に生かしています。

〔アンケート調査〕
＊「２０１５年国立大学病院看護師労働調
査」

　全国大学高専教職員組合（全大教）病院協

議会の労働条件の改善をめざし、全国の国立

大学病院で働く看護師を対象にほぼ５年毎に

調査を行っているものです。２０１５年１０

月１５日~３０日、１，１２１名に配布し６

８４名の方から回答をもらいました。現在集

計中で間もなく調査結果がでます。

　

＊「安全・安心の医療・介護の実現と夜勤改
善・大幅増員を求める国会請願署名」

　署名枚数着分を各部署に配布、回収に回り

ました。２９４筆を集めました。部署の師長

によっては対応にばらつきが見られました。

　

〔組合掲示板の活用〕
　広報活動として、看護師等の更衣室の出入

り口に組合の掲示板が設置されており、組合

の行事や活動を大きくタイムリーに宣伝をし

ています。しかし、病院職員数からみても１

枚の掲示板では足りません。

〔人権問題や多様な職種の問題〕

　職場では、組合員が少ないこともあり、組

合員拡大も容易ではありません。しかし、忙

しく余裕のない大変さや、そうしたもとでち

ょっとした失敗や病休から簡単に人を排除し

たりといった人権無視や、パワーハラスメン

トで退職に追い込んだりといった問題が起き

ています。

　また、採血室は再雇用の看護師が多く配置

される場所でもあるため、支部は過去に遡っ

て勤務経験のあった看護師を含め、実態調査

のアンケートを進めています。

　外来看護師も同様に病状のわからない患者

さんを対象に採血するというストレス、血液

暴露などによる危険性が高い業務であるにも

かかわらず危険手当が保障されていません。

　病院支部は、以前はほとんどが看護師の組

合員で占められていましたが、検査部や診療

技術部の職員の組合加入があり、これまで手

付かずになっていた職場の問題が徐々に浮き

彫りになってきました。

　正規職員の増員要求や、准職員や時間雇用

職員の待遇改善の取り組みや新加入者の組合

定着率向上のため、細やかな働きかけと組合

員同士のつながりをより大切にした仲間づく

りが最も重要です。

２０１６年度運動方針と課題

(１）各職場の問題や要求を掘り起こしなが

ら仲間づくりをしていきます。

(２）安全・安心の医療のために、年休消化

もふくめ必要な医療職員を正規職員として

配置できるよう増員要求していきます。

(３)全大教に結集し、平和・憲法と医療・福

祉を守る課題に取り組みます。

８．改正労働契約法の精神を生かし、雇用の安定を
─准職員部─

（１）本学に働く正職員、特定有期雇用職員、

再雇用職員、准職員・時間雇用職員の人数は

右表のとおりです。

　たび重なる正規職員の定員削減の影響で本

学においては全教職員の半数以上が准職員や

時間雇用職員で占められており、事務系業務

はもとより教室系技術業務においても准職員

や時間雇用職員には正規職員同等の業務をこ

なしているのが実態となっています。

　

2015 年

5 月 1 日

2016 年

5 月 1 日

正規教職員 4,686 5,113

特定有期雇用職員 1,621 1,244

再雇用職員 122 108

准職員 1,721 1,719

時間雇用職員 2,307 2,188



14

（２）２０１３年４月に施行された改正労働

契約法（「雇止め法理」の法定化は２０１２

年８月施行）により、５ 年を超えて継続雇

用された者は本人の希望により、その次の契

約から無期雇用となることができるようにな

りました。大学当局は「改正労働契約法を踏

まえた対応方針」を定め、特定有期雇用職員、

准職員・時間雇用職員の通算雇用期間の上限

を「原則として 5 年以内」とする就業規則変

更を強行しましたが、その結果、１，５００

名程度の准職員や時間雇用職員が２０１８年

３月３１日で雇止めされる可能性が強くなっ

ています。

（３）大学当局は、大量に人が入れ替わって

も業務に支障をきたさないようにマニュアル

を整備するなどと言っていますが、そのマニ

ュアルを整備するための負担の増大や、そも

そも誰がマニュアルを作成するのかという問

題には触れようとしていません。また、無期

転換についても、「いずれは正規職員への登

用も考えている」と言いつつ、「正規職員を

上回る業務処理の力がある者」「正規登用に

は新規採用枠の一部を用いる」等、端からハ

ードルを高くした上、更に枠を狭めるといっ

たいかにも「無期転換/正規登用はお題目で

ある」といった態度を取っています。

（４）各キャンパスで行われた説明会では、

「無期転換により業務に対するモチベーショ

ンを向上させる」と言っていますが、せいぜ

い数％しか無期転換できそうにない方針の説

明を受けて、現在就いている業務へのモチベ

ーションをあげることのできる人がいると思

っているのでしょうか。

（５）大学当局は、無期転換後は「期間の定

めのない雇用なので、正規職員同様に異動も

あり得る」と説明しています。正規職員と同

様というのであれば、異動させること以前に、

正規職員同様に充分な研修を受けさせる環境

を整えることや、時間雇用職員であっても正

規職員に準じた権利や手当を受けとれる制度

を充実させることなどが先決です。

（６）特に夏季/冬季一時金(ボーナス)支給

について、２００８年度の団体交渉の時点で

は相当検討が進んでいましたが、それ以降は

検討すること自体が凍結されている状態とな

っています。まずは有期雇用であっても時間

雇用職員への一時金支給を行うことを検討す

べきではないでしょうか。再雇用職員につい

ては、短時間勤務であってもそれぞれの時季

に一時金が支給されており、所定勤務時間が

類似する時間雇用職員に対して一時金の支給

を考えない対応は大学経営陣（特に人事/労

務関係）の理不尽さと大学の経営努力不足を

示しています。本学で働く人の２割を占める

時間雇用職員への夏季/冬季一時金の支給、

さらには勤続期間に応じた退職一時金の支給

をすることにより、労働意欲/勤労意欲を向

上させることは、大学としての成果向上にも

直結することだと言えます。これこそ、ある

べき経営努力ではないでしょうか。

２０１６年度運動方針と課題

(１)改正労契法の精神にも実態にも合わない

「通算雇用期間の上限は原則５年以内」

「上限年月日は２０１８年３月３１日」と

いった運用はやめ、恒常的業務に従事し更

新を繰り返してきた時間雇用職員等の雇用

の安定を求めます。

(２）時間雇用職員に対して、正規職員のボ

ーナス支給日に合わせて少なくとも 0.5 ヶ

月分ずつの一時金支給を求めます。

(３）時間雇用職員に対して、退職手当を新

設し、勤続期間に応じた退職手当の支給を

求めます。

(４)恒常的業務に従事し更新を繰り返してい

る准職員・時間雇用職員について、業務に

対する習熟度や知識を基にした正規職員へ

の登用を行うよう求めます。

(５）准職員の病気休暇、退職手当をはじめ

とした諸手当等、処遇に関する基準を正規

職員とそろえることを求めます。

(６）准職員・時間雇用職員にもメンタルヘ

ルスプログラムが適用されるよう求めます。

(７）准職員・時間雇用職員の組合員拡大を

進めます。
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９．組合の魅力をあとおし

─厚生部─

［１］教職員共済生活協同組合
（１)利用者が教職員に限られているため、

事故率が低く掛け金に反映されていることや、

利潤を目的としない非営利の助け合い共済で

あることの安心と魅力を現組合員に知らせ加

入を促すことと、未組合員にその魅力を知ら

せ組合加入につなげていくための広報活動を

行いました。

＊未加入の組合員に、執行委員長名のお誘い

文と、実際に給付金を受けた組合員の生の

声を紹介したチラシを配付しました。

＊２０１６年 1 月２１日、退職を迎える組合

員を中心に教職員共済大学事業所の担当者

による説明会を行いました。

（２）今期は大学事業所の幹事の任務が割り

当てられ、年３回の幹事会に出席してきまし

た。６月の総会ではさらに教職員共済生活協

同組合の総代に大学事業所からの代表として

選出されました。その他、実務担当者の会議

に書記が参加しました。

（３）各共済の加入状況（２０１６年７月１

日現在）

・総合共済　　　　９７人（給付　０件）

・火災共済　　　　１５件（給付　１件）

・自動車共済　　　５９台（給付３９件）

・トリプルガード　５１人（給付４５件）

・交通災害共済　　１０人（給付　９件）

・新・終身共済　　　７人（給付　０件）

・年金共済　　　　　９人

［２］労金
　労働金庫の一斉積立(エース預金）の利用

は２０１６年４月現在４２名です(前年度４

８名、ただし、金研・図書館・農学部は独

自）。組合員の毎月の積立であり、引き続き

支部から本部への当月納入を推進します。

［３］定年退職者への取り組み
（１）定年退職者 5 名へ感謝状と記念品を差

し上げました。

（２）退職者の会には現在１１４名加入（新

規加入者５名）し、幹事会を中心に活動して

います。会員には「退職者の会ニュース」

（通算５９号）を年間４回（総会案内含む）

送り、組合員との絆を保つ「コア」を一緒に

届けてきました。日帰り旅行や講演会で会員

相互の交流を行っています。また、喜寿（３

名）・米寿の方（２名）に記念品を、亡くな

られた方（５名）に香典を贈りました。ＯＢ

・ＯＧとは、互いの要求実現を目指してこれ

までどおり連帯を深めていきます。

２０１６年度運動方針と課題

(１）教職員共済を組合員活動の一環として

位置づけて取り組みます。教職員に限られ

ているため事故率が低く掛け金に反映され

ていることや、利潤を目的としない非営利

の助け合い共済であることの魅力と、さら

に実際に給付を受けた生の声を組合員に宣

伝するとともに、共済未加入者には活用を

訴えていきます。

(２）労金は「労働者の銀行」という原点を

ふまえて、私たちの要望を取り入れた運営

を堅持していくよう働きかけていきます。

また、組合員の生活支援活動の一環と位置

付けて取り組み、新入組合員に宣伝すると

ともに、利用を進めていきます。

１０．職場の垣根をこえた交流の機会をつくろう

─文化部─
　文化部では、職場や職種の垣根にとらわれ

ずに組合員相互のコミュニケーションを図る

べく活動を行っています。

（１）鉄板焼き de 誕生会！組合満６６歳の
birthday
　東北大職組は１９４９年１０月２９日に創

立されました。２０１５年１０月３０日夕刻、
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書記局にて組合の誕生会（６６歳）を行いま

した。テーブルにはバースデーケーキ、ちら

し寿司、お好み焼きなどの料理や差入れのお

酒を含む飲み物がところ狭しと並び、参加者

７名が笑いの絶えない雰囲気の中で和気あい

あいと会話を弾ませる楽しい誕生会でした。

（２）新春囲碁大会
　２０１６年１月９日に金属材料研究所本多

記念館の職員集会室で開催されました。７名

の方が参加し、和気あいあいと対局しました。

（３)新春交流会（旗びらき）
　２０１６年１月１５日に多元物質科学研究

所・科研棟Ｎ棟３階セミナー室で開催され、

約４０名の方が参加しました。各団体からの

充実した来賓挨拶、おでんをつついての歓談、

２０１５年の出来事ビンゴ大会などで、部局

を越えて懇親を深めました。

（４)メーデー宮城県集会への参加
　２０１６年５月１日に勾当台公園・市民の

広場で行われました。雨の中、東北大学から

は２０名が参加しました。非正規職員の大量

雇止めの問題のポスターをかかげて１分間ス

ピーチをし、また司会、シュプレヒコールな

どに貢献し、奨学金制度の改善を求める署名

（１４０筆）にも取り組みました。駅前まで

デモ行進した後は書記局でＯＢやミーティン

グに訪れた仙台合唱団のみなさんとともに、

鉄板焼きや持ち寄った料理を囲んで楽しく飲

み、歌い、懇親を深めました。

（５）その他
　５月２８日に行われた安保法制廃止を求め

る県民集会にも参加し、その後、書記局で懇

親しました。

２０１６年度運動方針と課題

(１）組合員の親睦を深めるため、年齢に関

係なく積極的に参加できる文化的なレクリ

エーションを企画します。

(２）組合員だけでなく、まだ組合に加入し

ていない教職員も参加しやすいような企画

を立てて参加を促し、活動を通して組合員

拡大に繋がるように工夫します。

(３）文化部単独ではなく、青年部や女性部、

コア編集委員会と協力してイベントを企画

し、組合活動の活性化を図ります。

１１．平和と人権のために

─憲法・平和対策専門部─
［１］この一年間の動き
　２０１５年の定期大会において特別決議

「『安全保障関連法案』の衆院通過に抗議

し、同法の廃案を求めます」を可決しました

が、組合は引き続き安保法案反対運動を様々

な団体と連携し展開しました。

　２０１４年７月１日の集団的自衛権行使容

認の閣議決定を受け、２０１５年９月１９日

に可決強行された安保法制は、この国の平和

と立憲主義を根底から揺るがす、まさに暴挙

でした。憲法学者の樋口陽一・東大名誉教授

は述べています。「違憲、違法にはとどまら

ない。憲法という意味の『Constitution(コ

ンスティチューション）』だけでなく、社会

の骨組みの意味での『Constitution』。これ

を壊しつつある〔中略〕これは放っておくと

社会の骨組みそのものが危ないということで

す)と。

　安倍首相は２０１６年に入ると明文改憲を

再三表明しています。自民党の「日本国憲法

改正草案」(２０１２年４月２７日決定）を

繙くと、その驚くべき反動的表現の数々に言

葉を失います。

　政権側は「ありとあらゆる手を使って、野

党を分断し、有権者に無力感を与えて、政治

を変えさせることを諦めさせる」(政治学・

中野晃一氏）。そして報道や言論への介入、

軍事研究という学問の自由への揺さぶり、し

かもたちの悪いことにこれらは同時進行的に

実行されつつあります。この国を包み込みつ

つある何とも形容しがたい「息苦しさ」に、

この点、端的に現れているのは確かと言えま
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しょう。最近の露骨なケースで言えば、もの

を言いにくくすることと、言えば言ったで恫

喝するという「放送法」をめぐる高市早苗総

務相の姿勢に、はしなくも露呈しているよう

に、言論統制は確実に進められています。自

粛と萎縮の精神構造に組み込まれ、同調圧力

と強制的同質化の下、自発的服従へと誘導す

ることを狙っているのです。

　これは江戸時代の五人組制度に象徴される

精神的風土と極めて親密な精神構造であり、

相互監視へとつながりやすいため、特に警戒

が必要です。

　「暴政府の風にて故さらに徒党を禁ずるの

法を設て人の集議を妨げ、人民も又只管無事

を欲するの心よりして徒党と集議との区別を

弁論する気力もなく、唯政府に依頼して国事

に関らず、百万の人は百万の心を抱て各一家

の内に閉居し、戸外は恰も外国の如くして嘗

て心に関することなく、井戸浚（さらひ）の

相談も出来難し、況や道普請に於てをや。行

斃(ゆきだふれ)を見れば走て過ぎ、犬の糞に

逢へば避けて通り、俗に所謂掛り合を遁るゝ

に忙はしければ、何ぞ集議を企るに遑あら

ん。」福澤諭吉は『文明論之概略』で、この

ように述べています（『文明論之概略』:初

版は１８７５年（明治８年）に刊行。第四章

「一国人民の智徳を論ず」）。福澤がここで

指摘したことは、あの忌むべき超国家主義・

軍国日本となってこの国の言論の自由を圧殺

しました。特定秘密保護法、安保法制の次は

「共謀罪」と進められている今、まさに「一

国人民の智徳」が問われているのです。

　とりわけ真理探究の府としての大学にとっ

て、憲法９条は軍事研究に対する反省として

捉えなければなりません。東北帝大は周知の

如く戦時中全帝大３１研究所の内、実に３分

の１の１０研究所を有するに至り、「研究所

大学」の異名を得たことは規模的拡大の点で

注目すべきですが、そのほとんどが軍事研究

を目的とした研究所でした。現在東北大学が

掲げる三つの理念を歴史的に振り返りますと

「実学尊重」を「研究第一主義」「門戸開

放」と並べるようになるのは平成に入ってか

ら、しかもごく最近のことです。法人化と産

学連携のもとで過剰なまでに「実学尊重」を

重視する姿勢には現在直面している大問題の

一つである「軍事研究」との関係で慎重さが

求められます。そして第２３条「学問の自由

は、これを保障する。」は戦前の瀧川事件、

美濃部機関説をはじめとする種々の苦しみの

所産であることについては言うまでもなく、

その歴史的意義を想起し現在の危機的状況を

捉え返す必要があります。

　「ナチスの手口を学んだらどうかね」とい

う麻生太郎副総理兼財務相による恥知らずな

発言は、歴史を学び深刻に反省する知性のあ

り方に真っ向から対立するものであり、「歴

史を繰り返す」、いや「歴史を意図的に繰り

返す」という反知性的態度以外の何ものでも

ありません。

　「大日本帝国の実在よりも戦後民主主義の

虚妄に賭ける」とは、さる学者の戦後間もな

い時点での発言ですが、不断に自由であり続

けようとすることによって、不自由さから逃

れることができる、あるいは自己の不自由を

意識するが故に相対的に自由になり得る、と

いう一見逆説的に思える発言は確かに民主主

義の根幹にかかる真理の一面を鋭く突くもの

であり、明文改憲を露骨に表明する政府に対

し、私たち主権者に主体的努力が求められて

いると言えるでしょう。

　政府側の意図的歴史的再現性と鋭く対立す

る安保法制反対の高揚は６０年のそれを想起

させるものでした。とりわけ SEALDs の活動

はとりわけ「政治の季節」から「経済の季

節」への変転、特にいわゆる「失われた２０

年」の世代が主体という点でも新鮮に映ずる

ものです。ただし注意しなければならないの

は、一時的な熱狂や興奮は「熱い物、喉元過

ぎれば…」ということに転じかねないという
ことです。

　警戒しなければならないのは、一時的な高

揚のあと、既成事実先行という手段で屈服を

図る政府の独断専横的姿勢であり、有権者に

無力感を与えて、政治を変えさせることを諦

めさせる。こうした反知性的権力に対抗する

私たちの内面的政治的課題の一つとして「記

憶し続ける持続力」（法政思想連鎖史・山室

信一氏）が必要だということです。

［２］憲法をめぐる組合の取り組み
　本年度は３回の学習会を「憲法カフェ」と

して企画、実施しました。いずれも大きなテ

ーマを設定し、和やかな雰囲気の中で問題意

識を共有し、私たちがどのような状況に位置

するのかについて考える時間とすることを目
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的としましたが、そこにいずれも共通するの

は、他ならぬ私たちが政治的主体であること

を改めて自覚し、そして権力側を厳しく鋭く

監視する必要があるということです。そして

このことは主権者である国民である私たちこ

そが近代的主体的政治的人格を有するという

自己意識を再認識することに他なりません。

　「その場の感情論に流されず、もっぱら法

秩序の規範論理学的構造からドライな分析を

行うことで、それ以外の方法ではみえない論

点を掘り起こし、問題の理解を構造化するこ

とができるとすれば、それが法学というメチ

エに固有の力である」（憲法学・石川健治

氏）。

このような考えのもと、憲法学習会を、さ

らに継続して開催します。

第９回憲法学習会
・２０１５年１０月２８日

・病院書記局で開催

・「憲法と政治─最近の動向と問題点─」

・講師：松浦健太郎弁護士（庄司法律事務

所）

第１０回憲法学習会
・本部書記局で開催

・２０１６年３月１１日

・「住民投票と地方自治」

・講師：染谷昌孝弁護士（中央法律事務

所）

第１１回憲法学習会

・本部書記局で開催

・２０１６年５月２５日

・「表現の自由について」

・講師：杉山茂雅弁護士（杉山法律事務

所）

　この他、学内外で実施された数多くの安保

法制関係の集会・シンポジウムに組合員が参

加しました（詳細は教文部の項を参照）。

「戦争法の廃止を求める２０００万人統一署

名」にも協力しました。さらに、「『安全保

障関連法案』に反対する東北大学教職員有

志」の声明や、強行採決後にその廃止を求め

て「安全保障関連法に反対する東北大学教職

員の会」が発表した声明を組合員に広め、賛

同者を募る活動を行いました。

２０１６年度運動方針と課題

(１）引き続き憲法学習会を複数回実施します。
　憲法学習会を通じて学内の憲法に対する意

識向上に務めます。憲法学習会が組合活動だ

けではなく、全ての教職員にとって極めて有

益な知識であることをアピールし、参加者増

加を目指します。

(２）憲法関連の各種集会への参加
　学外の各種団体と積極的に連帯し、明文改

憲に反対します。

(３）安保法制廃止への取り組み
　他の団体と協力しながら、安保法制の廃止

に向けた運動に取り組みます。

１２．男女ともに人間らしく働きやすい職場づくりめざして

─女性部─
［１］男女共同参画社会実現のために
　女性部では、「男女が互いにその人権を尊

重しつつ、責任を分かち合い性別に関わりな

く、個性と能力を十分に発揮することができ

る男女共同参画社会の実現」を大きな目標と

して運動しています。制度などに一定の前進

がみられ、女性の登用も少しずつ進んではき

ましたが、家事や育児に女性に大きな責任と

負担がかかっているのが現実です。女性部独

自の活動はできませんでしたが、他団体との

共闘で男女差別をなくし、男女ともに人間ら

しく働くことのできる社会づくりの運動に取

り組んできました。

［２］改正労働契約法による無期転換への
取り組み
　非正規職員の大半を女性が占めています。

無期転換のチャンスととらえ本部とともに団

体交渉などに取り組んできました。

［３］待遇改善のための取り組み
　女性部が長年要求をしてきた「産前休暇８

週間」を勝ち取ることができました。２０１
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６年７月２６日施行の予定です。

［４］元気になれる楽しい活動について
　女性部独自の計画は立てられませんでした

が、県労連女性部主催の被災地ツァーや宮城

はたらく女性のつどいに参加をし、その中で

各職場の状況や女性部の取り組み等も語り合

い、交流を深めました。

［５］女性職員への系統的な情宣活動につ
いて
　女性部メーリングリストを活用しながら各

集会や物資販売活動などの連絡を行い、女性

部の活動を知らせてきました。

［６］支部女性組合員との交流について
　今期は女性部役員が３名と少ないため、会

議に役員以外の女性部員も参加してもらい、

交流の場を持つことができました。また、退

職者の送別会では、交流の中で「組合に入っ

ていて良かった」との声が聞かれました。

［７］連帯の活動
　県労連女性部と国公女性協に役員を送り県

内の女性労働者と交流を深めてきました。ま

た、宮城県母親大会連絡会・宮城はたらく女

性のつどいの各実行委員会に委員を送り、集

会の成功に貢献しました。

　また、「子どもたちを放射能汚染から守り、

原発から自然エネルギーへの転換をめざす女

性ネットワークみやぎ」の呼びかけに応え集

会等に参加してきました。一致する要求での

共闘を今後も進めていきます。

＊第６１回日本母親大会（金沢）
　２０１５年８月１日~２日　１名参加

＊宮城県労連女性部フォーラム
　２０１５年１１月２０日　　２名参加

＊宮城はたらく女性のつどい
　２０１６年２月２０日　　　３名参加

＊国際女性デー宮城県集会
　２０１６年３月８日　　　　４名参加

＊第２４回全大教東北地区女性交流集会
　（山形大学）

　２０１６年３月２６日~２７日 ２名参加

＊第５６回宮城県母親大会（大崎）
　２０１６年６月１２日　　　５名参加

２０１６年度運動方針と課題

　近年、運動の核となっている女性部員の定

年退職がつづき、日常的な大学独自の女性部

活動がなかなかできなくなってきています。

しかし、様々な職種の女性職員は増えており、

産休や育休をとって働き続ける職員が増えて

います。また、多くの准職員や時間雇用職員

は改正労契法の精神を無視した本学の方針に

より、２０１８年３月３１日で雇い止めにな

る可能性が大です。不安定雇用の職員の大半

は女性が占めており、本部執行委員会と協力

して、希望者全員の無期転換を勝ち取る運動

を強めます。

　さらに保育所増設要求や、昇格差別解消な

ど様々な要求もよせられており、女性部の目

標である「個性と能力を十分に発揮すること

ができる男女共同参画社会の実現」のために、

男女ともに人間らしく働きやすい職場づくり

を目指し、男性教職員とも協力して以下の活

動に取り組みます。

［１］男女共同参画社会実現のために
（１）次世代育成支援対策推進法に基づく

「東北大学一般事業主行動計画」及び２０

１６年４月１５日付けの「労働時間管理の

適正化、時間外労働の縮減及び休暇の取得

促進について（通知）」を実効あるものに

し、男女とも人間らしく働きやすい職場づ

くり実現のため以下を要求していきます。

① ３年や５年で雇い止めをすることなく、

安心して長く働き続けられる職場づくり

② 時間雇用職員の待遇改善（ボーナス支給

など）

③ 育児に関する休暇の周知・啓発、休暇を

とりやすい環境づくり

④ 男性職員も育児休業などをとりやすい職

場環境、雰囲気づくり

⑤ 大学内保育所の増設

⑥ 年次休暇の取得促進

⑦ 所定外労働時間の減少

⑧ 「東北大学一般事業主行動計画」の達成

状況の公表

⑨ 女性職員の登用と採用の拡大

⑩ 任期付教員や有期雇用の職員が任期更新

の際に出産・介護を理由に不利益が生じ

ないような制度作り

⑪ ハラスメントのない職場、管理者のジェ
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ンダー意識変革のための教育実施

⑫ トイレ・更衣室・休養室の改善

（２）大学は女性管理職等への登用推進の目

標と到達を発表しました。

 目標（２０１５年６月）
２０１６年４月１日までに

・役員に占める女性の割合を 10.0％以上

・管理職に占める女性の割合を 5.5％以上

 到達（２０１６年４月１日現在）
・役員に占める女性の割合　 　10.0％

・管理職に占める女性の割合　　8.1％

　また、女性が管理職として活躍できる雇用

環境の整備を行うため行動計画（計画期間２

０１６年４月１日~２０２２年３月３１日の

６年間）では、管理職等（課長補佐以上）の

女性職員比率を１５％へ引き上げることを目

指すとあります。

　しかし、目標そのものがあまりにも低く、

目標の引き上げと早期の到達を要求していき

ます。

（３）保育園に入れなかった保護者の一言か

ら、待機児童の問題がクローズアップされ

ています。これを機に本当の「子育て支

援」を政府に要求し、安心して出産し子育

てできる社会を実現するための運動を他の

女性団体と連携して進めます。

［２］元気になれる楽しい活動(ミニ旅・学
習会）を企画します。
・女性部員の多い病院支部や農学部支部・

図書館支部と共同で取り組みます

・女性部の役員会の日に、女性部員の交流

の場を設定します。

［３］女性部員の名簿を作成し、メール・
紙媒体を併用して女性職員への情宣活動
に取り組みます。

［４］連帯の活動
・第２５回全大教東北地区女性交流集会に

参加します。（福島大学）

・第６１回日本母親大会（８月２０日

(土)~２１日(日)、金沢）の成功にむけ

て取り組みます。

・国際女性デー(毎年３月８日予定)、宮城

はたらく女性のつどい(２０１７年２月予

定)の成功にむけて取り組みます。

・「子どもたちを放射能汚染から守り、原

発から自然エネルギーへの転換をめざす

女性ネットワークみやぎ」に参加し、共

同の行動を行います。

１３．身近な仲間の交流と、部局をこえた学習やスポーツを

─青年部─
　今期、当局から「退職者を再雇用した場合

には基本的に新規採用を見込まない」とする

新規採用と再雇用とを天秤にかけるような方

針が出され、今後は若い職員の採用が減少し

てくる可能性があります。したがって、若手

の教員にも青年部活動の一翼を担ってもらい

組合活動に親しんでもらう必要があるかもし

れません。また、組合に加入したばかりの青

年層にとって、経験豊富な組合員の組合独特

の言い回しを理解することが非常に高いハー

ドルとなっているのは事実です。組合として、

独特な言い回しを一般的な言葉に言い換える

ことで、青年層に組合の理解を深めてもらう

必要があります。

２０１６年度運動方針と課題

　停滞しつつある青年部活動を活発にするた

め以下の要求・課題に取り組みます。

(１）青年部層の結集をはかり、未組合員も

参加できる魅力ある行事の計画を立てます。

(２）新たに加入した青年層に対して、支部

と協力して組合活動の魅力を伝えます。

(３）支部と協力しあって、時間をかけて青

年層の教育を行います。

(４）全大教青年集会や労働学校などへの参

加について、出来る限りのサポートを行い

ます。

(５） 青年部員の名簿を作成し、また、青年

部員同士の情報交換ができるようにします。
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１４．組合の存在をアピール！日常的な声がけで基盤強化と拡大を

─組織部─
［１］組織拡大について
　今期、２０１５年８月~２０１６年７月に

おいて、新たに　　名を組合員として迎える

ことができました。一方退会者は　名でした。

全体としては　名の増加で、組織率約　％と

なりました。昨期が　名の減少であったこと

を考えると、プラスに転じることができたの

は大きな成果です。しかし、増加数は十分と

は言えません。本部執行委員長の提唱とした

「組合員数倍増」は言うに及ばず、組織部と

して掲げた現実的目標である「３０名増」に

もわずかに及びませんでした。このことは大

きな反省点となりました。

　今期の組織部の目標は、これまでと同様多

くの新入組合員を得ることで組織率を高め、

より交渉力の高い組合になること、そして長

期的には過半数組合を確立することでした。

２０１５年の本部執行委員会では、昨年から

の懸案である各支部における新人リストづく

りを改めてお願いすること、Face to Face に

心がけ一人ずつ勧誘していくことに取り組み

ました。また、各支部ではイベントの積極的

な開催とそこに未組合員の参加を促すことに

取り組んでいただきました。今期の組合員数

の増加は、これらの取り組みが一定の成果を

上げた結果であると考えられます。また、図

書館において懸案となっていた、准職員・時

間雇用職員の３年雇用について、図書館支部

と本部執行委員会が協力して最大で５年雇用

とする方針を勝ち取りましたが、この時図書

館職員の方からの加入者が増えました。当然

のことかもしれませんが、やはり「目に見え

る成果を得ること」が明確に組織の拡大に結

びつきます。一方で、大きな組織になること

が大きな成果を勝ち取ることにつながるとも

言え、組合員の増加はどうしても必要です。

［２］今期の拡大活動
　２０１６年４月１日の病院オリエンテーシ

ョン後の組合説明会では、病院支部の役員・

組合員をはじめとして、本部執行委員会や書

記局からも参加して、新入職員に対する資料

の配布と説明を行い、組合加入を訴えました。

その結果、　名の加入申し込みがありました。

　片平さくらホールにて行われた一般職員初

任者研修期間中の２０１６年４月４日の昼休

みには、書記長、書記で拡大セットを初任者

ほぼ全員に配布し、組合加入を呼びかけまし

た。その場での加入申し込みはありませんで

したが、組合活動の理解につなげることがで

きました。

　特に今期は、組合ＯＢボランティアの方の

尽力により拡大の取り組みを充実させること

ができました。例えば、大量の配布物の準備

や新規採用者に対する組合案内の送付などで

す。そのおかげもあり、２０１６年はこれま

で以上に拡大活動に取り組むことができまし

た。例えば、新入教員オリエンテーションの

場においても全大教リーフレットを配布し、

組合への関心を高めることに結びついたと考

えています。

［３］過半数代表者との連携
　職員組合は過半数代表者のために情報提供

や事業場長への意見提出に関わる提案を積極

的に行っています。しかし、過半数代表者は

年度ごとに入れ替わることや、各事業場にお

ける過半数代表者の動きや意識に温度差があ

ることも手伝って、十分な取り組みとはなり

ませんでした。また、一般の教職員において、

過半数代表者と組合との性格、役割、そして

権限の違いが十分理解されていないことは否

めません。そこで、組合は教職員に対してわ

かりやすく周知し、また過半数代表者への連

絡や情報交換を緊密に行い、大学当局による

一方的な労働条件の不利益変更がなされない

ように連携した取り組みをしていく必要があ

ります。

［４］ 展望について
　２０１２年（平成２４年）８月に施行され

た労働契約法の改正は、本来有期雇用職員の

雇用改善につながるはずでしたが、実際には

これを逆手に取った雇い止めや年限による大

量解雇等の事例が多く出てきています。すな

わち、労働者にとって極めて不利な状況とな

ってきており、このことは本学も例外ではあ

りません。本学では、准職員・時間雇用職員

の２０１８年（平成３０年）３月末日での雇

い止めが、１，５００名にものぼる規模で行

われようとしています。本年３月、大学当局

は、正規登用を見据えた無期転換のプランを
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提示しましたが、数多くの人を無期転換でき

る内容とはなっておらず、到底受け入れられ

るものではありません。大学当局に対して改

善の要求を断固として行っていくことが必要

です。仕事内容を熟知した長期時間雇用職員

の方々の多くが雇い止めや配置転換でいなく

なることは、正規雇用の教職員にとっても仕

事の大きなマイナスであることは明らかです。

職員組合は、不当な境遇にある当該職層にお

いてさらなる組合員の拡大をはかることは当

然ですが、正規職員層に対しても、この問題

の重要性と自分たちにも関連があることだと

の認識を持ってもらうこと、特に雇用問題解

決のためには教授層の組合への参加と運動が

必要なことをさらに訴えていきたいと考えて

います。

　上記のことに加えて、病院看護師が劣悪な

就業環境に曝されている事実があります。具

体的には、当然の権利である年休を十分に取

得できないような状態に置く等の問題が起こ

っています。このことをはじめとして、東北

大学における近年の就業環境の悪化は深刻で

す。本部執行委員会では病院支部と連携して

年休取得問題を含めた病院の環境改善に取り

組んでいますが、まだ明確な成果は得られて

いません。今後も、大学当局に対して改善の

要求を断固として行っていくことが必要です。

　給与問題について、２０１５年４月から実

施されている本給２％の引き下げは、現在も

継続しています。すなわち、臨時特例による

７．８％の減額以降も待遇は悪化の一途です。

団体交渉の場において、大学当局は「公的セ

クターとしての東北大学」という言葉を繰り

返し、国家公務員の処遇に追随するのみで、

職員の待遇を改善しようとする意志はまった

く感じられません。こうした労働環境の悪化

に歯止めをかけるためにも、組織の拡大がぜ

ひとも求められます。

　今期、職員組合が取り組んできた様々なこ

と、例えば先に述べた看護職員の労働環境改

善や図書館職員の雇用期限の改善などが、

徐々にではありますが、学内全体に浸透して

組合への関心が高まっていることは確かなよ

うです。今後も、学内の声なき声を拾い集め、

職員一人ひとりでは解決できない問題に真摯

な対応することが重要です。そのことが、大

学における様々な改悪に対して職員組合の力

が今こそ重要な時代ではないかとの認識を高

めていきます。その気持ちや意識の高まりを

組合への加入にまでどのように結びつけてい

くかが、今後の大きな課題となります。

［５］役員選出のための対策委員会の設
置について
　ここまで組合員の獲得、組織の拡大の取り

組みや展望について述べてきました。これら

の重要性は言うまでもありませんが、受け皿

となる組合の組織としての強化が一層求めら

れると考えます。大きな問題の１つは、本部

役員の選出です。

　今期の本部執行委員会は、１名欠員のまま

運営されてきました。こうした状態は望まし

いことではありません。しかし、現在は役員

の「なり手」が少なく、やむを得ないことで

した。次期も多くの再任者によって支えられ

る体制になります。組合員のほとんどが時間

的にも精神的にも余裕のない状態で業務をこ

なしているため、本部役員への就任を敬遠し

がちであることはよく理解できます。しかし、

このままでは、組織の硬直化や停滞を招く恐

れがあり、組合の弱体化につながりかねない

憂慮すべき事態であると考えます。決して望

ましくない現在の形を打破する対策を早急に

立てる必要があります。

　１つの案として、次期の体制の中で役員選

出のための対策委員会を設置することにしま

した。本委員会では、支部との連絡を密にす

ることで年度の早い段階から次期の執行委員

候補の人選を行い、各種情報や問題意識の共

有をはかります。各専門部で取り組みにも積

極的に協力してもらい、専門部の体制整備と

強化をはかることも視野に入れます。すなわ

ち、現執行委員会の取り組みや課題を、将来

の執行委員会が完全に理解した上で移行でき

るような体制を目指します。組合の核となる

ような人材の育成につながり、結果として組

織を強化する取り組みになると考えます。

２０１６年度運動方針と課題

(１）４５名の組合員増のために、現支部役

員と旧役員、旧執行委員が計画的に取り組

み、「各支部年間３名の組織拡大」を実現

します。

(２）組合の組織強化策の１つとして、役員

選出のための対策委員会を設置し、安定し

た本部役員の選出と各専門部の機能強化を

はかります。
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(３）組合員数、年齢構成、職種構成、増減

状況など組織状況を把握します。

(４）執行部で組合員加入促進の意思統一を

し、本部・支部間の密接な連携をとって、

組合員に周知徹底を図り、組織全体の組合

拡大運動への意識拡大を図ります。

(５）組合拡大推進委員会を組織して、特別

態勢を取ります。特に大きな改悪が起こっ

ている職層に重点を置いてさらなる組合員

拡大に取り組みます。

(６）加入人数の目標を立て、対象者名簿を

作り、声をかける担当を決めて、具体的な

拡大行動に取り組みます。

(７）大規模な加入促進キャンペーンを展開

します。

(８）組合財政を考え、組合拡大と組合予算

をリンクさせて拡大運動を進めます。

(９）「見える組合活動」をモットーとする

宣伝活動の充実により未組合員にアピール

できる体制強化を図ります。

１５．組合の発信力を高めよう

─情宣部─
［１］組合活動を自らの問題に引き寄せ
て考えてもらおう
　昨今、「国立大学法人等の組織及び業務全

般の見直し」や「国旗・国歌に関する国立大

学への要請」等、政府・文科省の大学自治へ

の露骨な介入が日増しに強くなってきていま

す。さらに本学においても、非正規職員の大

量雇い止めへの懸念、十分な制度設計のない

状態でのクォーター制の見切り発車など、教

職員の労働環境はますます厳しくなるばかり

であり、今こそ教職員の団結が必要な時とい

えるでしょう。しかしながら、大学当局に対

抗する上で有効な力となるには、組合組織は

まだ十分な数的勢力が得られていない現状に

あることを認めざるを得ません。団結をより

確かな力とするためには、組合未加入の教職

員に対する広報活動が必要であり、その重要

度はますます大きくなりつつあります。不当

な扱いに対抗するときに、どれだけ組合が力

になれるのか、力になってきたのか、を具体

的に訴えることは、組合活動そのものに関心

が薄い教職員に対しても、組合の存在を自ら

の問題に引き寄せて考える手がかりとなるで

しょう。職域での仕事上の障害は、小さく見

えるものであっても個人にとっては重大です。

組合活動の意義を知ってもらうために一つ一

つの成果を発信することが、これまで以上に

重要です。

［２］様々な媒体を利用して組合活動を
アピールしよう
　現在、組合活動の情報は電子メールを使っ

て周知され、団体交渉の成果や各種声明など

も、組合ホームページに掲載しています。組

合員にとって、また組合活動に興味を持つ教

職員にとっては、これらは極めて有効な情報

源となっており、今後も確実に配信していく

ことが必要です。他方、ウェブサイトの情報

は、関心の薄いあるいは組合未加入の教職員

にとっては目に留まりにくい面もあり、ネッ

トワーク上では自らの志向する情報にのみに

目を向けてしまうという傾向も、その一因と

なっています。その点で、誰でも直接目にす

ることのできる「ポスター」や「チラシ」と

いう宣伝媒体は有効であるといえます。情報

発信においてその内容が重要であることはい

うまでもありませんが、ポスターやチラシは、

一見して主張が明確なキャッチフレーズを工

夫することにより、関心の薄い教職員の興味

を呼び起こす効果も期待されます。また、ポ

スターなどの広報手段は掲示され続ける限り、

一目見て消えてしまうものではありません。

これらの利点を生かして、本質的な問題提起

を継続的に行っていくことも組合活動の情報

宣伝として効果的でしょう。

　２０１５年度は、「定期大会特別決議『安

全保障関連法案』の衆院通過に抗議し、同法

の廃案を求めます」、「“看護職員の労働環境
改善に向けてのアンケート”のご報告と御礼」、
「図書館との団体交渉で雇用期限改善」、

「里見総長、非常勤職員３０００人以上をク
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ビにするのですか？」などのポスターを各支

部掲示板に掲げ、また大型ポスターを立看板

等にして学内４箇所(片平緑地内、理学部生

協前、農学部、川内キャンパス）に掲示する

など、組合の活動を広く訴えました。また、

２０１６年３月下旬~４月上旬の大学当局に

よる准職員等無期転換説明会では、「無期雇

用へのハードルを低め、間口をもっと広げよ

う！！あなたも組合に」チラシを８会場で約

１，２００枚配布し、組合が大学当局と交渉

中であることを広くアピールしました。

　一方、娯楽的要素や論理的内容をしっかり

と伝える要素を持っている印刷媒体などを、

効果的に活用する必要があります。たとえば

「仲間とのつながりが楽しい」ことが明確に

伝わるような活動状況の広報は、組合員の団

結を高める上でも新たな組合員を迎え入れる

ためにも、必要な活動といえます。職組新聞

「コア」は、そうした点を踏まえ編集し、２

０１５年度も春夏秋冬の４（２５２~２５

５）号を発行しました。合わせて、組合員の

活動がより広く伝わるように、引き続き、組

合ホームページに「コア」各紙面のpdfファ

イルを掲載しています。

２０１６年度運動方針と課題

(１）電子メールやウェブサイトを利用した

速報性の高い情報発信を拡充していきます。

また、広範な教職員の興味を喚起するため

に、ポスター・立看板・チラシなどの「目

に見える」形での宣伝活動にも力を入れま

す。それぞれの媒体の特性を生かし、学内

の全教職員に向けて組合からのメッセージ

を積極的に届けていきます。また、各支部

内におけるポスター等掲示板の維持と再整

備を行います。

(２）明るく楽しく組合活動を伝える「コ

ア」をはじめ、組合の活動を伝えるさまざ

まな文書や情報は、多くの組合員にとって

組合の意義を再認識するために重要です。

これらの情報を確実に組合員の手元に届け

ることに継続的に取り組みます。

(３）「自己責任」、「不寛容社会」に象徴

される新自由主義的空気の社会への広がり

の中で、連帯の力を再確認し強めていくた

めに、職場や地域社会の中でのアピール、

分野を超えた学習会の開催、学生・院生の

研究・教育環境にも目を向けた組合活動を

展開します。

１６．支部の取り組み（報告）

－各支部－
【工学研究科支部】
　改正労契法にともなう准・時間雇用職員全

員の無期転換に向けた取り組みを重点的に行

いました。工学研究科では関連する施設を含

めると５００人近い准・時間雇用職員がおり

ます。

・３月３日に支部主催で改正労契法に関わる

昼食懇談会を開催しました。工学研究科、

情報科学研究科、図書分館から未組合員も

参加しました。ほとんどの方が働き続けた

いとの意向を示しています。

・５月１０日、研究科長に「３２００人以上

の大量解雇(雇止め）に反対し、准・時間
雇用職員の無期雇用転換を求める要望書を

提出し、５年限雇用の就業規則撤回と全員

の無期転換を要望しています。

・５月２３日、宣伝活動として工学研究科、

情報科学研究科、図書分館の准・時間雇用

職員３００人に学内便配布を行い「組合に

入って無期転換を」を呼び掛けました。

・６月１４日、研究科長との面会を行い、５

月１０日の要望書への回答を求めました。

工学研究科の対応は現在総務企画会議で検

討しているとしています。

【理学部支部】
　８月より新執行部となりました。１０月９

日に、名取のサッポロビール園にてビール祭

りを開催。１１月１０日に理学研究科長と懇

談。同じく１１月には理学研究科長選挙の候

補者へのアンケートを実施し、回答を公表し

ました。１月２２日には新年会を開催。１月

２６日には本部納入金の未納問題に関して臨

時支部大会を開きました。３月２８日の昼に

退職者送別会を開催、３月３１日には支部の

引っ越しを行いました。５月に理学部キャン
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パスの全構成員に向けたアンケートを実施し、

それを踏まえて７月後半に理学研究科長との

交渉を行う予定です。

【農学部支部】
　２０１５年１１月の支部総会で執行部が交

替しました。

　研究科長交渉を２０１６年３月１７日に申

し入れ、３月２４日に開催しました。要求項

目は、以下の２点です。

１．特任教員の契約打ち切りについて「東

北大学マリンサイエンス復興支援室の特

任教員に対する契約打ち切り（雇い止

め）について、事実関係を明らかにし、

組織として手続き上の瑕疵を認め、適切

な回復処置を施すこと。」

２．青葉山新キャンパスの駐車場有料化に

ついて「有料化の計画を撤回し、必要数

の駐車場を整備すること。」

　駐車場問題は本学がすでに有料化の方針を

決定しているので撤回は無理とのことで、継

続して合理性を問いつつ、利便性の向上を求

めることになりました。また特任教員の契約

打ち切りについては、大学当局が迅速に事実

関係を調べて落ち度を認め、組合および当該

者に対して文書で回答したため、それを受け

入れました。

　研究科長会見を２０１６年に５月１９日に

行いました。新支部執行部の挨拶を兼ねて、

「年俸制問題を中心に、任期付教員問題、時

間雇用職員の無期転換、駐車場問題などにつ

いての意見交換」を申し入れたものです。特

に無期転換問題については、当局が予算・雇

用の保証がなく責任が持てないとの後ろ向き

姿勢だったので、組織としてできることはあ

ることを強く訴えました。

　その他、送別会（３月）、歓迎会（５月）

を開催しました。今年度は人事も多いので、

しっかり勧誘活動を行い、新組合員を一人で

も多く迎えたいと思います。

【金研支部】
　金研支部では、毎月１回の支部執行委員会

を活動の軸とし、メール等を活用して情報共

有しています。今年度の活動は、３月の退職

者送別会は支部組合員からの定年退職者がい

なかったため行いませんでしたが、５月のメ

ーデーは休日かつあいにくの雨にもかかわら

ず、支部から参加者を募り参加しました。組

合員数は、加入　、退会　、増減　名となり

支部の組合員数は　名です。組合拡大を図る

べく頑張りたいです。

【病院支部】
　昨年６月、年休取得制限問題で病院長交渉

を行いました。年平均７日しか取得していな

いのに「年休は計画的にとってください」と

いう回答でした。宮城労働局に相談に行きま

したが、残念ながら労基法違反とは言えない

というものでした。ここで学んだことを活か

して前に進んでいく予定です。「看護職員ア

ンケート」と「夜勤改善・大幅増員を求める

署名」に取り組み現場の切実な要求を知るこ

とができました。新入職員オリエンテーショ

ンでの加入呼びかけなどで新加入者もありま

したが名前だけという人が多いのも事実です。

今年度の新採用者から看護師の任期がとれた

のは組合の運動によるものと自負しています。

今年の５月には採血室の労働環境について病

院長交渉を行いました。

【文科系支部】
　文科系支部では、組合活動の広報が重要と

考え、各部局の掲示板について調査しました。

国際文化研究科では、昨年度４月の改組以来

組合用の掲示スペースがなくなっていました

が、研究科長に申し入れ、新たに掲示板を作

っていただきました。

　今年度の退会者は計　名（退職　名、学外

転出　名を含む）、新規加入者は　名でした。

１２月に新規加入者の歓迎会兼忘年会、６月

に歓迎会を行いました。未組合員も参加し、

教職員の親睦の機会となりました。

【図書館支部】
　２０１５年４月に時間雇用職員が　名加入

し、雇用期限３年の撤廃に向けて活動を開始

しました。９月には　名が加入、今年１月に

名が加入し、退職者　名の退会があったもの

の、　名増になっています。

　１０月６日、附属図書館本館で、准職員・

時間雇用職員の雇用の３年限度問題について

団体交渉を行い、１０月２３日に附属図書館

館長より、今まで雇用３年限度だったのが５

年までの勤務が可能になることに決定した旨

の回答がありました。その後、１１月に附属

図書館係長以上への説明会と時間雇用職員へ
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の説明会を行なっています。組合に加入し、

団体交渉でかちとった成果は大きいものでし

た。

【保育所支部】
　２０１６年５月に定期大会を行い、それと

同時に新しい執行部役員が新任されました。

７月８日には新人の組合員を歓迎する会を行

いました。永年勤続者への報酬を法人側に長

年訴えてきましたが、実現に向けての回答を

いただき、２０１７年度スタートに向けて細

かな調整を理事側とつめている状況です。ま

た、社会的にも注目されている保育士の賃金

や待遇改善、保育士不足の問題については政

府の動向を見守っている状況ですが、署名活

動を活発にするなど行動しています。

【多元研支部】

【川渡支部】

第３号議案

２０１６年度会計予算編成方針（案）

　組合員の定年退職や転出、脱退等により組

合員数の減少が続く中、これまでの組合の活

動費を維持するためには、年間数十人規模の

純増を実現しなければなりませんでしたが、

人の増に留まりました。支出を極力抑えた予

算を立て、さらにボランティア精神で切り詰

めながら執行し、前年度並みの繰越金の確保

に努めてきました。臨時収入があったため、

微減に抑えることができましたが、最低ライ

ンで執行してきたため、２０１６年度の支出

予算は削減できる項目がなく厳しい状況です。

　このままいけば今後の組合活動にさらに支

障が出るのは明らかです。組合員の純増に本

気で取り組まなければなりません。

　改正労契法による無期転換を実現させる正

念場の年です。活動を強めていかなければな

りません。

　本来、本部執行委員会や専門部が行うべき

業務まで書記局が担っている状況の中、人件

費の増額も必要です。今期はＯＢの力を借り、

大いに助けられました。組合員を大幅に増や

し、安定した財源づくりが喫緊の課題です。

　また、再雇用職員、准職員・時間雇用職員

の組合費の算出方法について、増額の方向で

一年間かけて検討してきましたが、大幅に組

合加入を勧める絶好の機会ですので保留とし

ました。

［１］一般会計について
（１）削減された予算の中でもより効果的な

運用に努めます。

（２）縮小せざるを得なかった活動費につい

ては、カンパ活動や物資販売等で確保して

いきます。

（３）書記局の滞りない運営を図るため、専

従書記１名とアルバイト書記（週１３時間

分）の人件費を含む書記局費の確保に努め

ます。

（４）書記局の負担を軽減するために、本部

執行委員会活動、各専門部の活動、そして

支部活動の強化に取り組みます。また、Ｏ

Ｂ・ＯＧなどにボランティアの協力を求め

ます。

（５）加盟組合費は、全大教　　　名、県労

連　　　名とします。

［２］収入について
（１）財政の基本は組合費です。前年度並み

の収入を確保するには、少なくとも正職員

ベースで４５人の純増が必要です。

（２）すべての組合員から組合費を徴収する

ことを重要課題とし、支部と協力して取り

組みます。また、実際の級号俸に対応した

組合費の額となるように努めます。

（３）チェックオフを目指しつつも、郵便局

や銀行の自動払い込みによる体制を整え、
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組合費の確実な徴収に取り組みます。

［３］支出について
（１）加盟組合費について、組合の状況に応

じた適正な納入人員数の協議を関係組織と

行います。

〔４〕特別会計について
（１）「闘争資金」の収入は、カンパを基本

とし、然るべき取り組みに備えます。

新旧役員名簿

２０１５年度本部執行委員 ２０１６年度本部執行委員
委員長 山下　正廣 委員長 飛田　博実

副委員長 黒瀬　一弘 副委員長 黒瀬　一弘

高橋　計介 高橋　計介

書記長 千葉　裕輝 書記長 高橋　　京

書記次長 高橋　　京 書記次長 千葉　裕輝

執行委員 大月　義徳 執行委員 北村　裕子

北村　裕子 後藤　洋子

酒井　義文 下山　克彦

下山　克彦 高橋　禎雄

鈴木　大介 田嶋　玄一

高橋　禎雄 千葉まさ子

半田　政子 中野　俊樹

（欠員） （欠員）

井本　勇吉 大月　義徳会計監査
小金澤雅之

会計監査
酒井　義文


